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令和 ８ 年 ３ 月 ３ ０ 日 
総 務 部 人 事 課  

 

板橋区職員の懲戒処分の公表について 

 

 「板橋区職員の懲戒処分等公表基準」（平成１５年７月１日施行）に基づき、地方公務員法上の

懲戒処分について、下記のとおり公表する。 

 

記 

 

１ 減 給 

区営住宅使用料算定における部下職員への不正指示 

被 処 分 者 主事 ５１歳 

事案の内容 

令和４年２月に、区営住宅使用料の算定にあたり、建て替え前又は移転

前の使用料と比べて高くなる場合に、激変緩和のため減額する特例があ

り、被処分者は当時の担当職員から、その適用が漏れている入居者がいる

との申告を受けた。しかし被処分者は、適用漏れの状態を継続させ、過大徴

収を続けさせる指示を出した。 

さらに、被処分者は、令和３年度の区営住宅使用料が７5％減免されてい

る３世帯について、令和４年度の使用料算定の際に、その根拠を確認せず

に、継続して75％減免を適用するよう担当職員に指示した。結果的に、３世

帯のうち１世帯については、減額割合が誤っており、過小徴収を生じさせた。 

処分の内容 減給１０分の１ ３月 

発令年月日 令和８年３月３０日 

根 拠 規 定 地方公務員法第２９条第１項第１号、第２号及び第３号 

 

２ 減 給 

欠勤事故 

被 処 分 者 主事 ５６歳 

事案の内容 
被処分者は、令和 7年 11月 25日、12月 2日、3日、8日、17日、18

日、19日の計７日間、体調不良等により、私事欠勤を重ねた。 

処分の内容 減給１０分の１ １月 

発令年月日 令和８年３月３０日 

根 拠 規 定 地方公務員法第２９条第１項第１号及び第２号 
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３ 戒 告 

欠勤事故 

被 処 分 者 主事 ４４歳 

事案の内容 

被処分者は、令和 7年 3月 24日（4時間 15分）、25日、令和 8年 2

月 24日、25日、26日、27日（1時間）、3月 2日、4日の計 6日と 5時

間 15分、子どもの体調不良により、私事欠勤を重ねた。 

処分の内容 戒告 

発令年月日 令和８年３月３０日 

根 拠 規 定 地方公務員法第２９条第１項第１号及び第２号 

 
 


